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（皐月）MAY

日 月 火 水 木 金 土

5 2026（令和8年）

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

取引かけこみ寺　代金の未払いや不当なやり直しなど、取引上の悩み相談を受け付ける
「下請かけこみ寺」が「取引かけこみ寺」へと名称変更されています。今年1月に「下請法」
が「中小受託取引適正化法（取適法）」へ改正されたことに伴うもので、名称は変わりまし
たが、公正な取引環境を守る役割はこれまでと変わりません。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月11日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 6月1日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 6月1日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 6月1日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付� �
� 都道府県の条例で定める日
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制
度
の
概
要

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
贈
与

者
か
ら
１
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
財

産
の
合
計
額
を
基
に
一
定
の
税
率
で

贈
与
税
を
計
算
し
、
贈
与
者
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
相
続
税
で
精
算
す
る

も
の
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
原
則
と
し
て
60
歳

以
上
の
父
母
や
祖
父
母
な
ど
か
ら
、

18
歳
以
上
の
子
や
孫
な
ど
に
対
し

て
、
財
産
を
贈
与
し
た
場
合
に
選
択

で
き
ま
す
（
年
齢
は
贈
与
年
の
１
月

１
日
時
点
で
判
定
）。
制
度
を
選
択

す
る
場
合
に
は
、
贈
与
を
受
け
た
年

の
翌
年
２
月
１
日
か
ら
３
月
15
日
ま

で
の
間
に
、
一
定
の
書
類
を
添
付
し

た
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出

書
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
贈
与
者
（
父
母
や

祖
父
母
な
ど
）
ご
と
に
選
択
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
下
図
１
参
照
）。

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択
す

る
贈
与
者
を
「
特
定
贈
与
者
」
と
い

い
、
特
定
贈
与
者
か
ら
贈
与
を
受
け

る
財
産
（
以
下
「
相
続
時
精
算
課
税

適
用
財
産
」）
に
つ
い
て
は
、
選
択

を
し
た
年
分
以
降
す
べ
て
こ
の
制
度

が
適
用
さ
れ
、
暦
年
課
税
へ
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

贈
与
税
額
の
計
算

　

相
続
時
精
算
課
税
適
用
財
産
に
つ

い
て
は
、
制
度
を
選
択
し
た
年
分
以

後
、
特
定
贈
与
者
以
外
の
者
か
ら
の

贈
与
財
産
と
区
分
し
て
、
１
年
間
に

贈
与
を
受
け
た
財
産
の
価
額
の
合
計

額
を
基
に
贈
与
税
額
を
計
算
し
ま

す
。

　

贈
与
税
額
は
、
特
定
贈
与
者
ご
と

に
１
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
相
続
時

精
算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
の
合
計

額
（
以
下
「
課
税
価
格
」）
か
ら
、
相

続
時
精
算
課
税
に
係
る
基
礎
控
除
額

（
１
１
０
万
円
）
と
特
別
控
除
額
（
２

５
０
０
万
円
）
を
控
除
し
た
後
の
金

額
に
一
律
20
％
の
税
率
を
乗
じ
て
算

出
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
同
一
年
中
に
２
人
以
上

の
特
定
贈
与
者
か
ら
の
贈
与
を
受
け

た
場
合
、
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る

基
礎
控
除
額
１
１
０
万
円
は
、
特
定

贈
与
者
ご
と
の
贈
与
税
の
課
税
価
格

で
按
分
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
５
年
12
月
31
日
以
前

の
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
計
算
に
つ

い
て
は
、
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る

基
礎
控
除
額
の
控
除
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
特
別
控
除
額
は
贈
与
を
し

た
人
ご
と
に
限
度
額
が
２
５
０
０
万

円
で
、
前
年
以
前
に
お
い
て
既
に
こ

の
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
い
る
場

合
は
、
残
額
が
限
度
額
に
な
り
、
贈

与
税
の
期
限
内
申
告
書
を
提
出
し
た

場
合
に
限
り
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

相
続
時
精
算
課
税
制
度

相
続
時
精
算
課
税
制
度

　
贈
与
が
あ
っ
た
場
合
、
贈
与
税
の
課
税
方
法
に
は

　
贈
与
が
あ
っ
た
場
合
、
贈
与
税
の
課
税
方
法
に
は

「
暦
年
課
税
」と「
相
続
時
精
算
課
税
」が
あ
り
ま
す
。

「
暦
年
課
税
」と「
相
続
時
精
算
課
税
」が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
う
ち
の
相
続
時
精
算
課
税
制
度

　
今
回
は
、
そ
の
う
ち
の
相
続
時
精
算
課
税
制
度

に
つ
い
て
、
制
度
の
内
容
や
受
贈
者
が
先
に
死
亡

に
つ
い
て
、
制
度
の
内
容
や
受
贈
者
が
先
に
死
亡

し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

※相続時精算課税制度を選択したら、暦年課税制度への変更は不可

図１　制度の概要

受贈者

贈与者

暦年課税制度

相続時精算課税制度を選択 子・孫

父

祖父母 祖母

贈与者ごとに選択が可能
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相
続
税
額
の
計
算

　

相
続
時
精
算
課
税
を
選
択
し
た
受

贈
者
に
係
る
相
続
税
額
は
、
特
定
贈

与
者
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
そ
の
特

定
贈
与
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
と
、

相
続
や
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

の
価
額
を
合
計
し
た
金
額
を
基
に
計

算
し
た
相
続
税
額
か
ら
、
す
で
に
相

続
時
精
算
課
税
制
度
を
適
用
し
て
納

め
た
贈
与
税
相
当
額
を
控
除
し
て
算

出
し
ま
す
。
控
除
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
相
続
税
の
申
告
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

相
続
財
産
に
合
算
す
る
相
続
時
精

算
課
税
適
用
財
産
の
価
額
は
、
原
則

と
し
て
贈
与
時
の
価
額
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
令
和
６
年
１
月
１
日

以
後
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
に
つ
い
て
は
、

贈
与
を
受
け
た
年
分
ご
と
に
、
相
続

時
精
算
課
税
適
用
財
産
の
贈
与
時
の

価
額
の
合
計
額
か
ら
相
続
時
精
算
課

税
に
係
る
基
礎
控
除
額
（
１
１
０
万

円
）
を
控
除
し
た
残
額
に
な
り
ま
す

（
左
図
２
参
照
）。

受
贈
者
が
先
に
死
亡
し
た
場
合

　

下
図
３
の
よ
う
に
、
父
か
ら
の
贈

与
に
つ
い
て
相
続
時
精
算
課
税
制
度

を
適
用
し
た
Ａ
が
死
亡
し
た
場
合
、

Ａ
の
配
偶
者
は
、
Ａ
が
相
続
時
精
算

課
税
の
適
用
を
受
け
て
い
た
こ
と
に

伴
う
権
利
や
義
務
を
承
継
し
ま
す
。

　

特
定
贈
与
者
で
あ
る
Ａ
の
父
が
死

亡
し
た
際
、
Ａ
の
配
偶
者
が
遺
贈
に

よ
り
財
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、
Ａ

の
配
偶
者
は
次
の
２
つ
の
手
続
き
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①　

Ａ
の
父
か
ら
遺
贈
に
よ
り
財
産

を
取
得
し
た
こ
と
に
よ
る
申
告

②　

Ａ
が
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用

を
受
け
て
い
た
こ
と
に
伴
う
権
利

や
義
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
る

申
告

　

こ
の
と
き
①
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
Ａ
の
父
が
死
亡
し
た
時
に
お
い

て
Ａ
の
配
偶
者
は
Ａ
の
父
の
一
親
等

の
血
族
等
に
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

相
続
税
の
計
算
に
お
い
て
２
割
加
算

の
適
用
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
②
の

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
Ａ
が
死
亡
し

た
時
に
お
い
て
、
Ａ
は
Ａ
の
父
の
一

親
等
の
血
族
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、

２
割
加
算
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

110 万円

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 年

図２　相続財産に合算する相続時精算課税適用財産

相続時精算課税を選択 特定贈与者が死亡

相続財産

■：相続税の課税対象となる財産
■：相続税および贈与税の課税対象とならない財産

Aの父の死亡時
Aの父の一親等の血族等に
当たらないものとする

相続時精算課税制度
適用後に死亡

特定贈与者
被相続人

Ａの父 Ａの母

Ａ Ａの配偶者

Aの死亡の
2年後に死亡

図3　受贈者が先に亡くなった場合

すでに死亡
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係
の
あ
る
者
に
対
す
る
接
待
や
供

応
、
慰
安
、
贈
答
な
ど
で
支
出
す
る

費
用
は
交
際
費
等
に
該
当
し
ま
す
。

た
だ
し
、
カ
レ
ン
ダ
ー
や
手
帳
な
ど

を
贈
与
す
る
た
め
に
通
常
要
す
る
費

用
は
交
際
費
等
に
は
含
ま
れ
ず
、
広

告
宣
伝
費
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
製

造
業
者
な
ど
が
抽
選
に
よ
り
一
般
消

費
者
に
対
し
て
金
品
を
交
付
す
る
こ

と
や
、
一
般
の
工
場
見
学
者
な
ど
に

製
品
の
試
飲
や
試
食
を
さ
せ
る
た
め

の
費
用
な
ど
、
不
特
定
多
数
の
者
に

対
す
る
宣
伝
的
効
果
を
意
図
し
た
費

用
も
、広
告
宣
伝
費
に
該
当
し
ま
す
。

　
な
お
、
例
え
ば
医
薬
品
の
製
造
業

者
な
ど
が
医
師
や
病
院
を
対
象
と
し

て
い
る
場
合
や
建
築
材
料
の
製
造
業

者
な
ど
が
大
工
や
左
官
な
ど
の
建
築

業
者
を
対
象
と
す
る
場
合
な
ど
は
、

一
般
消
費
者
を
対
象
と
し
て
い
る
こ

と
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意

が
必
要
で
す
。

「
交
際
費
等
」と

「
広
告
宣
伝
費
」の
違
い

　
得
意
先
や
仕
入
先
な
ど
事
業
に
関

　従来の不動産登記法では、不動産の登記
簿は土地や建物ごとに作成されており、全
国の不動産から特定の者が所有権の登記名
義人となっているものを網羅的に抽出して
公開する仕組みはありませんでした。その
ため、所有権の登記名義人が死亡した場合
に、被相続人が所有する不動産としてどの
ようなものがあるか、その人の相続人が把
握しきれず、見逃された土地について相続
登記がされないまま放置されてしまう事態
が生じていました。
　「所有不動産記録証明制度」は、特定の
被相続人が所有権の登記名義人として記録
されている不動産を、登記官が一覧的にリ
スト化し証明書として発行する制度で、令
和8年2月2日から始まりました。所有不
動産記録証明書の交付請求ができる人は、
プライバシーなどに配慮して次の通り限定
されています。

①　自ら所有権の登記名義人として記録さ
れている不動産について、自然人・法人
を問わず証明書の請求が可能
②　相続人その他の一般承継人は、被相続
人その他の被承継人に係る証明書につい
て請求が可能
　証明書の交付請求は法務局またはオンラ
インで行うことができ、窓口請求の場合は
1通あたり1,600円の手数料がかかります。
証明書は、交付請求書に記載された検索条
件の氏名・住所ごとに作成されますので、
検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上
の氏名・住所が一致していない不動産につ
いては抽出されません。
　相続があった場合、従来は被相続人が所
有していた不動産の把握には、その不動産
の所在地の市区町村で管理している名寄帳
などを取り寄せる必要がありました。所有
不動産記録証明制度が導入されたことで、
被相続人が所有していた不動産を一覧で把
握することが可能になり、相続税の適正な
申告につながることが期待されています。

所有不動産記録証明制度

　商品の販売や仕入について、企業の決済
ではその場で現金でやり取りをするのでは
なく、信用取引である「掛」が基本になり
ます。商品の販売をしたにもかかわらず代
金の回収をしていないと、仕入代金や給与
などの経費を支払うことができなくなりま
すので、売掛金の管理は企業にとって大事
な仕事です。
　商品の販売後に入金があった時は、入金
額と請求額が合っているか確認します。こ
の時、金額が違っている場合は、売上の金
額が間違っていることや相手が入金額を間
違えたこと、振込手数料などが差し引かれ
たといった原因が考えられます。
　売上の金額や相手の入金額が間違ってい
る場合は、担当者や取引先に確認して対処
する必要があります。振込手数料などが差
し引かれている場合は、経理処理で対応し
ます。

経理の豆知識  
� 売掛金の管理
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